
 

 

子どもを児童虐待や非行等から守り、子どもの安心と安全の確保を最優先にした支援体制を目指します。 

近年、子どもとその家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、児童虐待により子どもの命が奪われる痛ましい事例

も発生しています。このような中、本市では子どもの健やかな成長と子どもの安心・安全を確実に確保するために児童

相談所の設置を目指し、奈良市児童相談所設置基本計画を策定することとしました。 

◆妊娠期から切れ目のない子ども・家庭への総合的な支援体制の拠点を目指す 

関係機関との連携により、妊娠期から子ども・家庭へ切れ目のない支援等を行い、早期からの子育ての悩みや不安に

継続的に対応します。 

◆子どもの健やかな成長と、子どもの安心・安全の確保を目指す 

◆児童虐待による重症事例の発生ゼロを目指す 

子どもや家庭の状況から虐待等のリスクを早期に把握し、支援を行うことに 

より虐待の未然防止、重症化予防に取り組みます。 

◆地域社会全体で子どもや家庭を支える環境を目指す 

虐待や貧困など子どもや家庭のかかえる問題を解決するため、子育て支援に 

関わるあらゆる社会資源を活用し、子育てがしやすい環境づくりを目指します。 

また、さまざまな事情で子どもがその家庭で暮らせなくなった場合に、子どもを守る 

社会的養護を充実させるため、里親家庭を地域全体で支えられる体制を整えます。 
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関係機関とのネットワーク 

奈良市被虐待児童対策地域協議会（要保護児童対策地域協議会）のネットワークを

強化しつつ、児童相談所のネットワークを構築し、関係機関との密接な連携により

子どもやその家庭を支援していきます。 

（仮称）奈良市子どもセンター 

（仮称）奈良市子どもセンター機能イメージ 
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国への政令指定協議

平成 28年の児童福祉法等の改正により、

政府は法施行後 5 年を目途に、中核市等へ

の児童相談所設置推進に必要な支援を講ず

るとしていることなどから、本市において

は平成 33 年度中の児童相談所開設を目指

し、本設置基本計画を基に準備に取り組み

ます。 

●児童相談所とは 
 

都道府県、指定都市等が設置す

る機関で、子どもの健やかな成

長を願って、ともに考え、問題を

解決していく専門の相談機関で

す。 

児童相談所には大きく分けて、 

①相談機能 ②一時保護機能 

③措置機能 

の３つの機能があります。 

●一時保護所とは 
 

児童相談所に付設する施設で、

保護が必要な 18歳未満の子ども

を一時的に預かります。 

安全が確保された環境の中で、

子どもの気持ちに寄り添いなが

ら治療的ケアを含めた支援を行

います。 

児童相談所 

一時保護所 子ども家庭総合支援拠点 

子ども発達センター 地域子育て支援 

センター 

設置予定地（★印） 

設置予定地は、奈良県総合医療センター跡地の一部で、「奈良県総合医療センター周辺地域まちづくり協議会」におい

て跡地活用が検討されており、本市は児童相談所・一時保護所を含めた複合的な子育て支援施設「（仮称）奈良市子ども

センター」の設置を提案しています。 

この複合施設には、児童相談所・一時保護所のほかに、親子が気軽に遊びに訪れることができる「地域子育て支援セ

ンター」を併設するとともに、家庭や子どもの悩みを気軽に相談できる「子ども家庭総合支援拠点」を現在の市役所内

から移設します。また、子どもの発達に関する相談や療育を行っている「子ども発達センター」も移設します。これら

の 4つの機能を 1つの施設に集約することで、中核市が児童相談所を設置するメリットを最大限に活かし、子育てに関

する一般的な悩みからより専門的な悩みまで、市内のすべての子どもや家庭をワンストップで支援します。 
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※本設置基本計画は、今後法令改正や国等から発出される通知等により、必要に応じて、見直すものとします。 


